
【研究課題名】外傷患者における病院前情報、搬送方法、治療法の評価

このたび当院では、入院・通院されていた患者さんの診療情報を用いた標記研究を実施いたします
ので、ご協力をお願いいたします。この研究を実施することによる患者さんへの新たな負担は一切あ
りません。また患者さんのプライバシー保護については最善を尽くします。本研究への協力を望まれ
ない患者さんは、その旨を『６．お問い合わせ先』に示しました連絡先までお申し出くださいますよ
うお願いいたします。

１．研究の対象となる方
2012年1月～2025年 12月に山梨県立高度救命救急センタースタッフが治療に関わった外傷の方

２．研究目的・方法
外傷は死亡・後遺症の原因となり、正しい搬送方法、治療方法が模索されてきました。時代の変遷
とともに外傷の形態は変化しており、正しく評価をすることは重要です。山梨県における外傷治療
を継続して評価し、改正していくことが目的です。

研究実施期間：研究機関の長の許可日　～　２０２６年１２月３１日
　情報の利用を開始する予定日：研究機関の長の許可日　～　２０２５年１２月３１日

３．研究に用いる情報の種類等
・患者さんが怪我をされた際の情報、もともとの病気、搬送方法
・病院に搬送されたときの血液データ、画像データなど
・治療方法、治療までの時間経過、治療が終了するまでの時間経過、治療の有効度、副作用

本研究に用いる情報は診療録から必要な情報を収集し、匿名化した上で、統計的処理を行います。
国が定めた倫理指針（「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」）に則って、研究
責任者が個人情報を厳重に保護し、当院のみで使用し他の研究機関への提供はしません。また、研究
結果の発表に際しても、個人が特定されない形で行います。

４．情報を利用する者の範囲
山梨県立中央病院　救急科　松本学　他
　救急科　医師

収集した情報は当院救急科でのみ利用し、情報については個人情報が特定されないように情報管理責
任者（研究責任者）が厳重に保管します。

５．情報の管理責任者
　山梨県立中央病院　救急科　松本学

６．お問い合わせ先
情報が本研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代諾者の方にご了承いただけ

ない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに
不利益が生じることはありません。申し出をいただいた時点で、既に学会や論文として発表されてい
る場合は取り消しができないこともあります。また、本研究に関するご質問等がありましたら下記の
連絡先までお問い合わせください。ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護
に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ます。

　　連絡先：研究責任者　山梨県立中央病院　救急科　松本学　

　　　　　　〒400-8506　山梨県甲府市富士見一丁目 1番 1号
TEL：055-253-7111（代表）


